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○ アジアインフルエンザ 

   1957年に中国で流行が始まり世界中に感染が広がった。A/H2N2亜型のウイルスを病原

体とするインフルエンザ。スペインインフルエンザよりも低い致死率だったが，世界で

200万人以上の死者が出たと推定されている。 

 

○ インフルエンザ  

インフルエンザは，インフルエンザウイルスによる感染症で，原因となっているウイ

ルスの抗原性の違いから，Ａ型，Ｂ型，Ｃ型に大きく分類される。Ａ型はさらに，ウイ

ルスの表面にある赤血球凝集素（HA）とノイラミニダーゼ（NA）という，２つの糖蛋白

の抗原性の違いにより亜型に分類される。（いわゆるＡ/ソ連型（H１N１），Ａ/香港型

（H３N２）というのは，これらの亜型を指している。）  

 

○ 家きん 

鶏，あひる，うずら等，家畜として飼養されている鳥。 

なお，家畜伝染病予防法における高病原性鳥インフルエンザの対象家畜として，鶏，

アヒル，うずら，きじ，ダチョウ，ほろほろ鳥及び七面鳥が指定されている。 

 

○ 感染症指定医療機関  

感染症法に規定する特定感染症指定医療機関，第一種感染症指定医療機関，第二種感

染症指定医療機関及び結核指定医療機関のこと。  

＊特定感染症指定医療機関  

新感染症の所見がある者又は一類感染症，二類感染症若しくは新型インフルエンザ

等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として厚生労働大臣が指定した病院。  

＊第一種感染症指定医療機関  

一類感染症，二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させ

る医療機関として都道府県知事が指定した病院。  

＊第二種感染症指定医療機関  

二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関と

して都道府県知事が指定した病院。 

＊結核指定医療機関  

結核患者対する適正な医療を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病

院若しくは診療所（これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。）又は薬

局。 
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○ 帰国者・接触者外来  

新型インフルエンザ等の発生国からの帰国者や患者との濃厚接種者であって，発熱・

呼吸器症状等を有するものを対象とした外来。  

新型インフルエンザ等の患者とそれ以外の患者を振り分けることで，まん延をできる

だけ防止するということを目的としている。 

 

○ 帰国者・接触者相談センター  

新型インフルエンザ等の発生国から帰国者又は患者との濃厚接触者であって，発熱・

呼吸器症状等を有する者から，電話で相談を受け，帰国者・接触者外来に紹介するため

の相談センター。 

 

○ 業務継続計画（BCP：Business Continuity Plan）  

災害や事故など不足の事態を想定して，業務継続の視点から対応策をまとめたもの。

危機発生の際，重要業務への影響を最小限に抑え，仮に中断しても可及的速やかに復旧・

再開できるようにあらかじめ作成しておく計画のこと。 

 

○ 抗インフルエンザウイルス薬  

インフルエンザウイルスの増殖を特異的に阻害することによって，インフルエンザの

症状を軽減する薬剤。ノイラミニダーゼ阻害剤は抗インフルエンザウイルス薬の一つで

あり，ウイルスの増殖を抑える効果がある。  

 

○ 個人防護具(Personal Protective Equipment:PPE)  

エアロゾル，飛沫などの曝露のリスクを最小限にするためのバリアとして装着するマ

スク，ゴーグル，ガウン，手袋等をいう。病原体の感染経路や用途（スクリーニング，

診察，調査，侵襲的処置等）に応じた適切なものを選択する必要がある。  

 

○ サーベイランス  

   見張り，監視制度という意味。 

疾患に関して様々な情報を収集して，状況を監視することを意味する。特に，人の感

染症に基づいて行われる感染症の発生状況（患者及び病原体）の把握及び分析のことを

示すこともある。  

 

○  指定公共機関 

 特措法第２条第６号に基づき，独立行政法人等の公共的機関及び医療，医薬品または 

医療機器の製造または販売，電気等の供給，輸送その他の公益的事業を営む法人で，政 

令で定めるもの。 
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○  指定地方公共機関 

 特措法第２条第７号に基づき，都道府県の区域において医療，医薬品または医療機器 

の製造または販売，電気等の供給，輸送その他の公益的事業を営む法人，地方道路会社 

等の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人のうち，政令で定める指定公共機 

関以外のもので，あらかじめ当該法人の意見を聴いて都道府県知事が指定するもの。 

 

○ 死亡率(Mortality Rate)  

ここでは，人口10万人当たりの，流行期間中に新型インフルエンザ等にり患して死亡

した者の数。  

 

○ 新型インフルエンザ 

感染症法第６条第７項において，新たに人から人に感染する能力を有することとなっ

たウイルスを病原体とするインフルエンザをいう。 

毎年流行を繰り返す季節性のインフルエンザとはウイルスの抗原性が大きく異なり，

ほとんどの人がそのウイルスに対する免疫を獲得していないため，ウイルスが人から人

へ効率よく感染し，急速かつ大規模なまん延を引き起こし，世界的大流行（パンデミッ

ク）となるおそれがある。 

 

○ 新型インフルエンザ（A/H1N1）/インフルエンザ(H1N1)2009 

2009 年（平成 21 年）4 月にメキシコで確認され世界的大流行となった H1N1 亜型のウ

イルスを病原体とするインフルエンザをいう。「新型インフルエンザ（A/H1N1）」との

名称が用いられたが，2011 年（平成 23年）3月に，大部分の人がそのウイルスに対する

免疫を獲得したことから，季節性インフルエンザとして扱い，その名称については，「イ

ンフルエンザ(H1N1)2009」としている。 

 

○ 新感染症 

人から人に伝染すると認められる疾病であって，既に知られている感染症の疾病とそ

の病状又は治療の結果が明らかに異なるもので，当該疾病にかかった場合の病状の程度

が重篤であり，かつ，当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与え

るおそれがあると認められるものをいう。（感染症法 第６条第９項） 

 

○ スペインインフルエンザ 

   1918年から1919年にかけて流行したA/H1N1亜型のウイルスを病原体とする新型インフ

ルエンザ。全世界で人口の25～30％が発症し，4,000万人が死亡したと推計されている。

スペインインフルエンザでは，3回の流行の波があり，今後，発生が予想される新型イン

フルエンザも同様に流行の波があると考えられている。 
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○ 致命率(Case Fatality Rate)  

流行期間中に新型インフルエンザにり患した者のうち，死亡した者の割合。  

 

○ 鳥インフルエンザ  

一般に，鳥インフルエンザは鳥の感染症であるが，稀に，鳥インフルエンザのウイル

スが人に感染し，人の感染症を引き起こすことがある。元来，鳥の感染症である鳥イン

フルエンザのウイルスが種差を超えて，鳥から人へ感染するのは，感染した鳥又はその

死骸やそれらの内臓，排泄物等に濃厚に接触した場合に限られるとされている。また，

人から人への感染は極めて稀であり，患者と長期間にわたって感染防止策をとらずに濃

厚に接触した家族内での感染が報告されている。 

鳥インフルエンザのウイルスのうちH5N1亜型のウイルスを病原体とする人の感染症を

「鳥インフルエンザ（H5N1）」といい，近年東南アジアを中心にアジア，中東，アフリ

カで症例が報告されている。 

感染症法においては，鳥インフルエンザの病原体が人の感染症を引き起こした場合，

それがH5N1亜型であれば，二類感染症の鳥インフルエンザ(H5N1)として扱われ，H5N1亜

型以外であれば四類感染症として扱われる。  

 

○ 濃厚接触者  

患者と長時間居合わせたなどにより，新型インフルエンザ等の感染が疑われる者。 

発生した新型インフルエンザ等の特性に応じ，具体的な対象範囲が決まるが，例えば， 

患者と同居する家族等が想定される。 

 

○ パンデミック  

感染症の世界的大流行。特に新型インフルエンザ等のパンデミックは，ほとんどの人

が新型インフルエンザ等のウイルスに対する免疫を持っていないため，ウイルスが人か

ら人へ効率よく感染し，世界的大流行となることを指す。  

 

○ パンデミックワクチン  

新型インフルエンザが発生した段階で，出現した新型インフルエンザのウイルス又は

これと同じ抗原性をもつウイルスを基に製造されるワクチン。 

 

○ 病原性  

新型インフルエンザ対策においては，ヒトがウイルスに感染した場合の症状の重篤度

として用いられることが多い。なお，学術的には，病原性が宿主（ヒトなど）に感染し

て病気を起こさせる能力であり，病原体の侵襲性，増殖性，毒素の産生態，宿主防衛機

構の抑制能などを総合した表現。  
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○ プレパンデミックワクチン  

   新型インフルエンザが発生する前の段階で，新型インフルエンザのウイルスに変異す

る可能性が高い鳥インフルエンザのウイルスを基に製造されるワクチン。（現在，我が

国ではH5N1亜型の鳥インフルエンザのウイルスを用いて製造）  

    

○ 要援護者  

   在宅の高齢者や障害者など自らを守るための行動をとることが困難な市民。 

要援護者の把握については，市で作成している避難行動要支援者名簿を活用し把握に

努める。  

    

 


